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そ
こ
で
、
木
曽
林
業
の
主
軸
で
あ
る
材
木
生
産
に
つ
い
て
、
尾
張
藩
が
生
産
を
直
接
支

配
し
た
近
世
中
期
以
降
を
対
象
時
期
に
選
び
、
生
産
形
態
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
に
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
以
前
右
の
時
期
の
材
木
生

産
に
つ
い
て
、
材
木
の
採
運
技
術
の
側
面
か
ら
検
討
し
、
採
運
技
術
を
有
す
る
熟
練
し
た

労
働
力
の
編
成
が
材
木
生
産
を
実
現
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

（
１
）

た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
採
運
労
働
力
の
編
成
の
場
で
あ
っ
た
稼
業
組
織
の
検
討
を
通
じ

て
、
労
働
力
編
成
の
持
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

な
お
、
本
文
中
応
渡
々
引
用
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
年
代
・
出
所

を
、
次
に
示
し
て
お
く
。

『
木
曽
山
雑
話
』
宝
暦
九
年
『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
』
第
六
巻
。

『
木
曽
御
材
木
御
伐
出
方
井
大
川
狩
定
法
略
』
文
政
一
三
年
以
前
林
制
史
資
・
名
。

『
御
材
木
御
仕
出
方
定
法
』
天
保
一
四
年
付
知
田
口
家
文
書
。

『
木
曽
山
記
』
弘
化
二
年
林
制
史
資
・
名
。

『
山
元
定
法
』
嘉
永
六
年
以
前
林
制
史
資
・
名
。

『
木
曽
式
伐
木
運
材
図
絵
』
安
政
三
～
四
年
長
野
営
林
局
所
蔵
。

題
で
も
あ
る
。

は
じ
め
に

近
世
期
の
木
曽
林
業
は
、
領
主
用
材
の
供
給
、
さ
ら
に
領
主
財
政
の
面
か
ら
見
て
も
、

近
世
林
業
全
体
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
木
曽
林
業
の
特
質

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
近
世
林
業
史
の
解
明
の
う
え
で
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
課

『
木
曽
山
伐
木
手
順
書
』
明
治
六
年
林
制
史
資
・
名
。

＊
林
制
史
資
・
名
は
、
日
本
林
制
史
調
査
資
料
・
名
古
屋
藩
の
略
で
あ
る
。

材
木
生
産
に
お
け
る
稼
業
組
織
と
労
働
力
編
成

ｌ
近
世
木
曽
林
業
を
素
材
に
Ｉ右

の
史
料
か
ら
は
、
目
代
・
同
心
・
手
代
等
の
材
木
役
人
が
杣
・
日
用
の
勤
務
状
態
を

（
４
）

日
常
的
に
管
理
・
監
督
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
次
の
史
料
は
こ
う
し
た
材

木
役
人
の
管
理
・
監
督
者
と
し
て
の
立
場
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

こ
の
稼
業
組
織
は
、
材
木
役
人
と
労
務
者
の
二
系
統
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
と
、
と
り

あ
え
ず
捉
え
て
お
こ
う
。
次
の
史
料
は
、
こ
の
二
つ
の
系
統
の
結
び
つ
き
方
の
一
端
を
示

し
て
い
る
。

一
材
木
生
産
に
お
け
る
稼
業
組
織

Ｈ
支
配
組
織

（
３
）

材
木
生
産
の
稼
業
組
織
の
概
要
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

木
曽
御
材
木
奉
行
ｌ
目
代
手
代
１
手
代
ｌ
同
心
ｌ
山
手
代

手
代
ｌ
同
心
ｌ
山
手
代

［

一
、
杣
木
ツ
リ
日
用
丁
場
と
も
無
油
断
見
廻
り
面
体
見
覚
、
夫
々
働
方
厚
薄
深
切
二
見

届
置
、
賃
銀
面
付
等
入
念
取
調
可
申
候
、
尤
一
ヶ
月
二
両
三
度
シ
、
、
無
怠
差
致
い
た

し
、
其
間
二
も
臨
時
二
丁
場
二
而
札
狩
場
人
別
改
取
計
、
山
手
代
不
参
廻
り
之
儀
各

別
心
懸
ヶ
小
屋
々
々
江
立
寄
、
不
口
書
不
参
人
数
等
篤
ト
取
計
可
申
、
杣
日
用
頭
共

不
束
之
次
第
等
無
之
様
精
々
申
渡
、
目
代
主
役
同
心
と
も
折
節
不
参
廻
り
可
取
計
候

（
『
山
元
定
法
』
）

脇
野
野

博

（
平
成
元
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）

杣
代
人
ｌ
杣
頭
ｌ
杣

日
用
代
人
ｌ
日
用
頭
１
日
用吟

味
役
江
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材
木
役
人
は
、
杣
・
日
用
の
勤
務
状
態
に
加
え
、
「
元
伐
を
初
木
作
方
善
悪
出
し
方
之

手
順
」
即
ち
採
運
作
業
に
つ
い
て
も
監
督
し
た
。
そ
し
て
、
材
木
役
人
は
「
惣
而
代
人
初
杣

日
用
一
同
尊
教
い
た
し
候
様
」
振
舞
う
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
代
人
・
杣
・
日

用
の
上
に
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
木
曽
御
材
木
御
伐
出
方
井
大
川
狩
定
法
略
』

の
「
一
、
御
伐
出
御
山
内
二
桧
類
之
立
木
二
藤
蔦
か
ら
ミ
居
候
ハ
、
、
代
人
井
杣
日
用
共

江
申
付
置
見
当
り
次
第
藤
蔦
伐
払
セ
可
申
候
事
」
と
い
う
記
載
は
、
材
木
役
人
が
命
令
を

下
し
て
、
代
人
・
杣
・
日
用
を
働
か
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
材

木
役
人
は
、
採
運
作
業
及
び
労
務
の
管
理
・
監
督
を
通
じ
て
、
代
人
・
杣
・
日
用
と
い
う

実
働
部
分
を
支
配
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
う
し
た
材
木
役
人
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
給
（
５
）

与
形
態
か
ら
、
み
て
お
き
た
い
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
『
尾
州
御
材
木
方
役
人
附
留
』

に
よ
れ
ば
、
御
材
木
奉
行
以
下
の
材
木
役
人
は
、
次
の
よ
う
な
緑
米
を
与
え
ら
れ
て
い
た

御
材
木
奉
行
…
高
二
五
○
俵
、
目
代
手
代
…
高
九
石

手
代
…
高
九
石
、
同
心
…
高
七
石

ま
た
、
生
産
現
場
で
直
接
管
理
・
監
督
に
携
わ
る
目
代
手
代
以
下
は
、
材
木
生
産
の
稼

業
中
、
次
の
よ
う
に
飯
米
代
は
藩
に
上
納
し
た
が
、
俸
緑
と
は
別
に
手
当
銀
を
与
え
ら
れ

た
。

尾
張
藩
の
士
分
で
あ
っ
た
。

一
、
杣
木
場
日
用
丁
場
見
廻
り
方
之
儀
、
場
所
々
々
手
分
い
た
し
相
廻
り
、
元
伐
を
初

木
作
方
善
悪
出
し
方
之
手
順
、
杣
日
用
働
方
之
厚
薄
等
致
見
分
存
付
候
儀
者
、
夫
々

及
差
図
其
仕
儀
よ
り
一
統
申
相
、
御
損
益
相
考
御
為
宜
方
致
裁
許
、
惣
而
代
人
初
杣

日
用
一
同
尊
教
い
た
し
候
様
威
儀
正
敷
厳
重
二
相
守
可
申
之
処
、
近
頃
ハ
見
廻
り
方

鹿
略
二
相
成
、
両
三
人
も
寄
集
雑
談
長
咄
し
等
い
た
し
又
ハ
覧
本
等
持
参
い
た
し
読

之
、
桧
皮
等
を
以
細
工
初
な
と
い
た
し
候
類
も
有
之
哉
二
相
聞
候
、
是
等
之
儀
ハ
勤

方
心
懸
薄
キ
故
之
儀
二
有
之
不
束
之
事
候
、
向
後
之
儀
ハ
急
度
相
慎
着
御
用
有
之
寄

合
候
共
、
御
用
相
弁
候
上
ハ
所
二
引
分
場
所
々
々
無
油
断
見
廻
り
可
申
事

一
、
御
役
人
口
物
壱
人
白
米
六
合
シ
、
、
但
代
銀
に
て
致
上
納
塩
噌
野
菜
酒
ハ
御
入
用

二
て
被
下
候
事
、
右
ハ
目
代
手
代
平
手
代
と
も
御
宛
行
之
外
地
並
雑
用
四
匁
被
下
、

山
詰
之
節
ハ
一
日
二
壱
匁
九
分
八
厘
シ
、
被
下
増
御
扶
持
弐
人
分
、
同
心
ハ
地
並
雑

用
弐
両
山
詰
之
節
ハ
一
日
二
壱
匁
五
分
被
下
、
山
手
代
ハ
山
詰
之
節
五
分
シ
、
雑
用

以
上
の
よ
う
に
、
材
木
役
人
は
、
材
木
生
産
に
お
い
て
採
運
作
業
・
労
務
全
般
を
支
配

す
る
立
場
に
立
つ
藩
の
役
人
で
あ
り
、
稼
業
組
織
の
な
か
で
生
産
を
支
配
す
る
た
め
の
組

織
（
支
配
組
織
と
呼
ん
で
お
く
）
を
構
成
し
て
い
た
。

口
労
務
者
組
織

こ
こ
で
は
、
稼
業
組
織
中
の
代
人
・
杣
・
日
用
と
い
う
労
務
者
系
統
の
組
織
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
な
お
、
材
木
採
運
に
お
い
て
杣
は
伐
採
（
伐
木
・
造
材
）
を
、
日
用
は
運
材

を
担
当
し
た
。
次
の
史
料
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
材
木
役
人
の
浅
野
半
太
郎
．

（
６
）

藤
井
金
三
郎
が
付
知
村
役
人
へ
出
し
た
貸
渡
金
に
つ
い
て
の
書
類
で
あ
る
。

（
端
裏
琶
「
付
知
庄
屋
中
浅
野
半
太
郎
、
藤
井
金
三
郎
」

当
年
御
材
木
御
伐
出
二
付
、
其
村
杣
代
人
桂
助
井
杣
弐
組
日
用
弐
組
申
付
候
間
、
追
振

之
通
請
書
相
認
、
早
速
御
金
取
可
申
罷
出
候
様
申
入
候

二
月
二
日

当
年
杣
代
人
金
弐
分
〈
杣
壱
組
江
金
弐
両
弐
分
シ
、
、
日
用
壱
組
江
金
五
両
シ
、
、
貸

渡
可
申
候
等
御
申
添
候

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
杣
代
人
と
杣
・
日
用
組
は
区
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次

に
杣
・
日
用
組
に
つ
い
て
、
そ
の
組
織
の
さ
れ
方
を
み
て
お
こ
う
。
次
の
史
料
は
、
小
杣

（
特
に
造
材
を
専
門
に
行
う
杣
の
こ
と
）
組
を
つ
く
る
際
に
村
役
人
へ
出
さ
れ
た
請
書
か

（
７
）

／
〆

ら
必
要
な
部
分
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

②
一
、
下
り
金
或
ハ
小
杣
入
山
方
初
、
却
而
不
時
二
村
方
江
費
等
相
懸
リ
候
ハ
、
、
村

下
用
之
儀
ハ
私
共
よ
り
差
出
可
申
旨
奉
畏
候

③
一
、
人
雇
入
方
之
儀
ハ
、
村
方
杣
日
用
頭
中
申
合
之
上
、
誰
ハ
誰
組
江
相
雇
可
申
旨

頭
中
寄
合
咄
し
合
之
上
二
而
相
雇
、
相
互
二
む
心
雇
仕
間
敷
、
一
旦
外
組
二
而
御

差
上
申
御
請
書
之
事

①
一
、
当
年
御
材
木
御
伐
出
二
付
杣
組
被
仰
付
、
右
二
付
私
共
江
右
頭
役
御
申
付
被
下

被
下
候
事
二
付
、
飯
米
代
ハ
上
納
い
た
し
候
筈
（
『
木
曽
山
記
』
）

難
有
仕
合
奉
存
候
、
付
而
ハ
全
村
方
農
業
之
坊
二
不
相
成
候
、
小
杣
弐
拾
人
以
上

相
雇
置
、
御
差
図
之
節
片
時
無
遅
滞
不
残
召
連
御
差
図
之
御
山
江
入
山
可
仕
旨
奉

畏
候
、
若
村
方
お
い
て
農
業
江
付
差
支
等
有
之
候
者
相
雇
置
候
ハ
、
、
何
時
二
而

も
私
共
引
請
人
代
相
立
下
山
為
仕
可
申
旨
奉
畏
候
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前
金
拝
借
仕
リ
置
、
御
伐
出
場
所
遠
方
二
相
成
候
ニ
付
種
々
申
立
、
拝
借
金
ハ
相

返
し
其
上
銘
々
模
寄
之
御
伐
出
場
所
之
組
々
江
相
勤
度
手
段
を
尽
し
、
遠
方
ニ
相

成
り
候
組
々
ハ
御
差
支
二
相
成
り
候
儀
追
々
有
之
候
付
、
た
と
へ
懸
り
合
無
之
旨

申
出
候
共
決
而
相
雇
申
間
敷
旨
奉
畏
候
、
価
之
御
前
金
御
渡
し
被
下
候
節
直
様
組

々
よ
り
心
当
之
人
別
書
差
上
置
可
申
旨
奉
畏
候

④
一
、
御
勘
定
之
節
、
頭
共
手
前
二
不
足
相
立
返
納
金
等
出
来
仕
候
ハ
、
、
請
判
二
而

弁
納
仕
り
少
し
も
御
苦
労
相
懸
ケ
申
間
敷
旨
奉
畏
候

⑤
一
、
小
杣
之
内
内
輪
お
い
て
無
拠
要
用
出
来
候
節
、
是
迄
ハ
村
役
所
迄
右
親
元
よ
り

親
病
気
等
申
立
下
山
相
願
来
り
候
得
共
、
以
来
右
体
之
者
出
来
候
節
ハ
頭
共
お
い

て
御
上
様
江
も
兼
而
申
上
置
、
右
代
り
人
之
用
立
二
三
四
人
増
人
雇
置
、
下
山
相

願
候
者
之
代
り
入
直
様
相
立
下
山
為
仕
可
申
旨
奉
畏
候

⑥
一
、
杣
頭
数
御
減
被
成
候
二
付
、
是
迄
村
役
人
衆
様
へ
御
迷
惑
二
相
成
り
居
候
、
夫

々
取
替
有
之
候
金
子
井
難
渋
二
相
成
り
居
候
下
り
金
二
至
迄
、
巳
来
杣
頭
中
二
而

請
取
り
元
り
引
請
追
々
二
弁
金
不
仕
候
半
而
ハ
、
御
上
様
江
御
請
書
御
差
上
被
遊

候
儀
御
不
納
得
之
旨
二
付
、
前
形
御
迷
惑
筋
之
金
ハ
元
り
共
頭
中
二
而
引
請
、
御

前
金
拝
借
之
内
二
而
先
々
弁
金
仕
り
、
其
上
二
而
杣
日
用
頭
可
相
勤
旨
御
尤
二
付
、

杣
組
江
懸
り
候
下
り
金
ハ
頭
二
而
弁
金
仕
候
儀
ハ
不
筋
二
有
之
候
得
共
、
無
余
儀

訳
合
二
付
弁
金
可
仕
筈
二
而
御
願
申
上
候
、
右
之
為
体
二
付
以
来
村
役
人
衆
様
江

相
願
加
り
入
ハ
決
而
不
相
成
旨
奉
畏
候
、
且
又
右
村
方
二
而
杣
江
付
御
迷
惑
金
弁

金
仕
り
為
相
勤
貰
ひ
、
頭
之
内
勤
柄
不
宜
、
村
役
人
衆
様
よ
り
頭
役
差
扣
可
申
旨

御
談
被
成
候
節
ハ
、
た
と
へ
勤
中
二
而
も
柳
無
故
障
頭
退
役
可
仕
候
間
、
村
方
二

而
誰
江
成
共
御
見
立
之
上
御
申
付
可
被
成
旨
奉
畏
候
、
退
役
仕
り
候
共
珊
二
而
も

迷
惑
之
筋
ハ
加
判
二
而
引
請
、
退
役
二
付
金
銭
損
失
御
嘆
願
等
決
而
申
上
間
敷
旨

を
も
篤
と
奉
畏
候

弘
化
五
年
申
二
月

小
杣
頭
重
左
衛
門
④

親
類
惣
代
次
郎
左
衛
門
④

五
人
組
合
惣
代
周
兵
衛
④

五
人
頭
勘
五
郎
⑳

小
杣
頭
今
三
郎
⑳
太
助
⑳

親
類
惣
代
今
平
⑳

五
人
組
合
惣
代
勇
吉
⑳

五
人
頭
権
左
衛
門
④

右
の
史
料
の
①
か
ら
は
、
杣
組
の
頭
（
杣
頭
）
が
任
命
さ
れ
て
、
そ
の
上
で
杣
頭
が
杣

を
雇
入
れ
て
組
を
つ
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
杣
頭
は
、
史
料
の
⑥
に
「
村
役
人
衆
様

よ
り
頭
役
差
扣
可
申
旨
御
談
被
成
候
節
ハ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
村
役
人
に
よ
っ
て
任
命

さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
杣
組
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
は
村
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
も
窺
え

る
。
杣
頭
は
、
杣
の
雇
入
れ
に
つ
い
て
は
、
他
の
杣
頭
と
相
互
に
調
整
し
て
、
二
重
雇
用

が
な
い
よ
う
に
し
（
史
料
の
③
）
、
さ
ら
に
組
内
の
杣
が
や
め
た
場
合
は
即
座
に
代
わ
り

の
杣
を
補
充
す
る
（
史
料
の
④
）
な
ど
、
組
を
構
成
す
る
杣
の
雇
入
れ
に
一
切
の
責
任
を

負
っ
て
い
た
。
ま
た
、
村
方
へ
か
け
た
負
担
や
清
算
の
際
の
不
足
の
弁
済
等
、
杣
組
に
関

わ
る
勘
定
の
一
切
の
責
任
を
も
負
っ
て
い
る
（
史
料
の
②
、
④
）
・

以
上
の
こ
と
か
ら
、
杣
頭
は
組
子
と
な
る
杣
を
自
ら
雇
入
れ
て
杣
組
を
組
織
す
る
と
共

に
、
組
の
責
任
を
負
う
組
の
長
で
も
あ
っ
た
。
日
用
組
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
掲
載
を
略

す
が
、
杣
組
と
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
杣
組
・
日
用
組
は
、
杣
頭
・
日
用
頭
を

長
と
す
る
労
務
者
小
集
団
で
あ
り
、
一
つ
の
稼
業
組
織
に
は
十
数
組
存
在
し
緬
辛

次
に
、
杣
・
日
用
の
給
与
形
態
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
文
政
期
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
「
山
元
懸
り
之
者
渡
物
井
代
人
杣
日
用
賃
銀
仕
払
方
等
極
之
郭
一
と
い
う
取
極
書

に
よ
れ
ば
、
杣
・
日
用
の
賃
金
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
杣
は
一
日
銀
二
～
一
匁
、
日
用
は
一
日
銀
一
匁
～
七
分
と
い
う
額
で
、
労
務
者

の
技
量
に
応
じ
て
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
た
賃
金
が
、
出
来
高
制
で
は
な
く
日
給
制
で
払
わ
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
賃
金
に
加
え
て
、
「
一
、
杣
日
雇
ハ
ー
日
壱
人
二
白
米
八
合
シ
、
被

下
、
外
二
四
月
よ
り
八
月
迄
昼
食
米
壱
合
シ
、
被
下
、
塩
七
才
味
噌
廿
六
匁
シ
、
被
下
、

雨
降
休
ハ
セ
合
七
夕
シ
、
被
下
」
（
『
木
曽
山
記
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
米
・
塩
・
味
噌

が
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
杣
・
日
用
の
給
与
は
日
給
制
の
賃
金
と
必
要
物
資
の
支

（
杣
賃
金
）

一
、
人
工
壱
人
二
付
、
賃
銀
弐
匁
よ
り
壱
匁
位
迄
、
酒
手
之
儀
働
方
二
寄
六
分
銀
差
遣

候
事

（
日
用
賃
金
）

一
、
人
工
壱
人
二
付
賃
銀
上
壱
匁
、
夫
々
段
々
七
分
位
迄
、
酒
手
六
分
限
り

庄
屋
田
口
忠
左
衛
門
様

御
組
頭
衆
中
様
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給
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
た
。

ま
た
、
賃
金
は
「
御
金
渡
方
之
儀
、
根
木
口
印
相
済
木
作
取
懸
り
候
上
二
而
三
ケ
ー
御

金
可
相
渡
候
、
跡
者
出
来
木
市
書
之
様
子
又
ハ
出
シ
方
之
様
子
二
随
ひ
五
月
七
月
九
月
皆

済
と
都
合
五
ケ
度
二
可
相
渡
候
」
あ
る
い
は
「
川
狩
賃
渡
方
之
儀
、
上
川
よ
り
狩
出
候
方

ハ
請
負
金
高
三
ケ
一
狩
出
之
節
相
渡
、
其
残
り
分
三
留
野
中
津
川
錦
織
二
而
相
渡
、
都
合

四
ケ
度
二
相
渡
候
事
」
（
『
木
曽
御
材
木
御
伐
出
方
井
大
川
狩
定
法
略
』
）
と
あ
る
よ
う

に
、
数
回
に
わ
け
ら
れ
て
支
払
わ
れ
た
。
こ
の
支
払
い
の
勘
定
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
「
杣
木
ツ
リ
日
用
丁
場
と
も
無
油
断
見
廻
り
面
体
見
覚
、
夫
々
働
方
厚
薄
深

切
二
見
届
置
、
賃
銀
面
付
等
入
念
取
調
可
申
候
」
（
『
山
元
定
法
』
）
と
い
う
材
木
役
人

の
勤
務
評
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
賃
金
は
材
木
役
人
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い

た
と
い
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
給
与
形
態
の
面
で
は
、
杣
・
日
用
は
材
木
役
人
Ｉ
支

配
組
織
か
ら
給
与
を
直
接
支
給
さ
れ
て
お
り
、
杣
組
・
日
用
組
が
請
け
負
い
の
単
位
に
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

他
方
、
代
人
の
給
与
を
み
る
と
、
「
代
人
壱
人
、
賃
銀
五
匁
、
酒
手
壱
匁
限
り
、
右
は

下
七
日
迄
差
遣
」
「
右
扶
持
米
之
儀
、
定
而
雨
降
休
と
も
壱
人
米
七
合
七
夕
塩
七
才
味
噌

（
皿
）

弐
拾
六
匁
」
と
あ
る
よ
う
に
、
賃
金
は
日
給
制
で
あ
り
、
米
・
塩
・
味
噌
の
支
給
を
う
け

て
お
り
、
給
与
形
態
は
杣
・
日
用
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
但
し
、
賃
金
の
額
面
を
比
較
す
る

と
、
代
人
の
賃
金
は
杣
・
日
用
賃
金
の
倍
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
代
人
は
杣
・
日
用
と

は
区
別
さ
れ
た
特
殊
な
立
場
に
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
材
木
生
産
の
稼
業
組
織
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

稼
業
組
織
は
、
材
木
役
人
か
ら
な
る
支
配
組
織
と
、
代
人
（
杣
代
人
・
日
用
代
人
）
及
び

労
務
者
小
集
団
（
杣
組
・
日
用
組
）
か
ら
な
る
労
務
者
組
織
と
い
う
二
系
統
の
組
織
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
系
統
の
組
織
は
、
支
配
組
織
Ｉ
管
理
・
監
督
と
労
務
者
組
織

Ｉ
実
働
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
こ
の
二
つ
が
結
合
し
て
生
産
実
現
の
た
め
の
稼
業
組
織
を

形
成
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
組
織
は
ど
の
様
に
し
て
結
び
つ
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
労
働
力
の
存
在
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
稼
業
組
織
に
お
い
て
、
労
働
力
が
ど
の
よ
う
に
し
て
労
働
手
段
と
結
び
つ
き
、

労
働
力
が
ど
の
よ
う
に
し
て
結
合
し
て
い
た
の
か
を
、
次
に
検
討
し
た
い
。

二
材
木
生
産
に
お
け
る
労
働
手
段
と
労
働
組
織

Ｈ
労
働
手
段
の
所
有
関
係

材
木
採
運
に
お
け
る
主
要
な
労
働
手
段
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

造
材
で
は
、
斧
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
拙
稿
で
述
べ
た
洲
〉
伐
木
に
お
い
て
も
「
元
木

ハ
勿
論
懸
リ
木
木
場
払
二
至
迄
、
元
伐
之
儀
ハ
斧
二
而
伐
可
申
候
、
末
木
つ
た
み
候
儀
ハ

鋸
も
御
免
之
筈
候
事
」
（
『
御
材
木
御
仕
出
方
定
法
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
斧
を
用
い
る

こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
伐
木
・
造
材
に
お
け
る
主
要
な
労
働
手
段
は
、
斧
で
あ

っ
た
。

山
落
・
小
谷
狩
に
お
い
て
は
、
桟
手
・
修
羅
・
堰
等
の
運
材
装
置
の
架
設
技
術
が
要
の

技
術
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
運
材
装
置
を
主
要
な
労
働
手
段
と
し
て
ま
ず
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
運
材
装
置
は
材
木
を
主
体
に
組
み
立
て
ら
れ
た
が
、
桟
手
の
場

合
は
「
芝
或
ハ
砂
を
置
」
（
『
木
曽
山
雑
話
』
）
と
あ
り
、
或
い
は
堰
の
場
合
は
「
継
手

ニ
ハ
苔
・
芝
・
落
葉
ナ
ド
ヲ
詰
込
、
水
一
滴
モ
不
漏
ヤ
ウ
ニ
シ
テ
」
（
『
木
曽
式
伐
木
運

材
図
絵
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
芝
や
砂
等
も
必
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
運
材
装

置
を
用
い
た
運
材
中
に
お
い
て
も
「
未
口
物
・
大
平
物
等
山
出
し
・
川
狩
候
節
、
藤
綱
を

付
取
廻
し
候
」
（
『
木
曽
山
雑
話
』
）
た
め
に
、
藤
綱
を
必
要
と
す
る
時
も
あ
っ
た
。
一

方
、
『
木
曽
式
伐
木
運
材
図
絵
』
の
運
材
作
業
の
絵
に
は
、
い
ず
れ
も
鳶
口
を
持
っ
た
日

用
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
鳶
口
は
、
堰
の
出
口
で
あ
る
「
銚
子
口
よ
り
大
材
ハ
壱

弐
本
小
材
ハ
四
五
本
シ
、
、
日
雇
共
銚
子
口
の
左
右
に
立
弁
鳶
口
を
以
か
け
流
す
也
」

（
『
木
曽
山
記
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
材
木
を
誘
導
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
り
、
山
落
～

大
川
狩
で
用
い
ら
れ
た
。
な
お
、
鳶
口
は
鈎
と
棹
で
作
ら
れ
た
道
具
で
あ
る
が
、
「
小
谷

之
分
ミ
ズ
メ
と
申
木
を
柄
に
仕
候
、
大
川
に
て
ハ
長
鳶
に
は
竹
の
柄
を
用
ひ
申
候
」

（
『
木
曽
山
雑
話
』
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
運
材
作
業
の
内
容
に
応
じ
て
柄
（
棹
）
の
材
種

が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鳶
口
と
い
う
道
具
に
お
い
て
は
、
棹

の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
山
落

・
小
谷
狩
・
大
川
狩
の
運
材
に
お
け
る
主
要
な
労
働
手
段
は
、
運
材
装
置
と
鳶
口
で
あ
っ

た
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
労
働
手
段
は
、
ど
の
よ
う
な
所
有
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
『
木
曽
山
伐
木
手
順
書
』
に
は
、
「
諸
品
等
買
上
物
之
品
大
法
左
之
通
」
と
し
て
、

米
・
味
噌
・
塩
・
鍋
・
紙
・
墨
等
の
生
活
・
事
務
必
需
品
の
他
に
、
次
の
物
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

一
、
苧
綱
・
藤
・
堰
柴
・
薪
・
松
明
等

一
、
鳶
棹
・
竹
棹
等

一
、
斧
・
鋸
・
木
鎌
・
釘
等



－22－

材
木
生
産
を
行
う
役
所
が
購
入
す
る
物
の
中
に
、
伐
木
・
造
材
で
用
い
ら
れ
る
斧
や
運

材
装
置
の
材
料
、
日
用
の
道
具
で
あ
る
鳶
口
の
棹
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
で
き
る
。

こ
れ
を
手
掛
か
り
に
、
以
下
検
討
を
す
す
め
よ
う
。

右
の
史
料
に
見
え
る
斧
が
、
伐
木
・
造
材
を
行
う
杣
の
用
い
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
斧
が
杣
の
所
有
で
あ
っ
た
の
か
、
或

い
は
材
木
役
所
が
所
有
し
杣
に
貸
し
与
え
た
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
の
か
は
判
断

（
腿
）

で
き
な
い
。

運
材
装
置
は
、
『
木
曽
山
雑
話
』
に
よ
る
と
、
修
羅
は
「
角
・
丸
太
等
出
し
方
の
材
木

を
取
用
ひ
」
、
桟
手
は
「
御
材
木
二
不
相
成
カ
ナ
木
二
而
取
立
」
、
堰
は
「
狩
下
候
材
木

二
而
セ
ギ
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
修
羅
と
堰
は
出
材
し
て
い
る
材
木
を
用
い
、
桟
手
は

出
材
中
の
材
木
と
は
別
の
「
カ
ナ
木
」
と
呼
ば
れ
る
落
葉
樹
を
用
い
た
。
運
材
中
の
材
木

の
所
有
主
は
、
材
木
生
産
の
主
体
で
あ
る
支
配
組
織
で
あ
り
、
さ
ら
に
落
葉
樹
の
立
木
で

あ
る
「
カ
ナ
木
」
も
領
主
の
所
有
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
修
羅
と
同
じ
く
支
配
組

織
の
所
有
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
芝
・
藤
等
の
補
助
材
料
は
前
述
の
『
木
曽
山
伐
木
手
順
書
』

の
「
一
、
苧
綱
・
藤
・
堰
柴
・
薪
・
松
明
等
」
と
い
う
記
載
に
加
え
て
、
「
井
堰
の
埋
草

ハ
婦
人
子
供
杯
模
寄
り
林
中
二
て
柴
草
を
刈
り
集
め
来
り
売
、
平
手
代
之
内
壱
人
改
買
上

用
ゆ
」
（
『
木
曽
山
記
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
材
木
役
人
が
購
入
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
支
配
組
織
の
所
有
で
あ
っ
た
。

他
方
、
日
用
の
用
い
る
道
具
で
あ
る
鳶
口
も
、
先
の
『
木
曽
山
伐
木
手
順
書
』
の
．
、

鳶
棹
・
竹
棹
等
」
と
い
う
記
載
か
ら
、
棹
に
つ
い
て
は
支
配
組
織
が
購
入
す
る
、
つ
ま
り

所
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鳶
口
は
、
棹
な
し
に
は
道
具
た
り
え
な
い
こ
と
を
考
え

る
と
、
鈎
を
日
用
が
所
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
鳶
口
は
材
木
生
産
者
の
所

有
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
運
材
に
お
い
て
は
、
主

要
な
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
る
の
は
、
材
木
生
産
者
で
あ
る
支
配
組
織
で
あ
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
材
木
生
産
に
お
け
る
労
働
力
と
労
働
手
段
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、

労
働
手
段
の
所
有
関
係
が
明
ら
か
な
運
材
に
限
っ
て
述
べ
て
お
こ
う
。
労
働
手
段
は
稼
業

組
織
の
中
の
支
配
組
織
が
所
有
し
て
い
た
か
ら
、
労
働
力
即
ち
日
用
自
身
は
労
働
手
段
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
労
働
手
段
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
日
用
が
運
材
を
行
い
え

た
の
は
、
日
用
の
給
与
形
態
が
支
配
組
織
か
ら
支
給
さ
れ
る
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
、
即
ち

日
用
は
稼
業
組
織
に
直
接
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
支
配
組
織
が
組
織
し
た

稼
業
組
織
に
日
用
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
用
は
労
働
手
段
と
結
び
つ
い
て

い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
日
用
は
日
用
組
と
い
う
労
務
者
小
集
団
を
単
位
と
し

て
、
実
際
に
は
稼
業
組
織
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
右
に
述
べ
た
日
用
と
労
働
手
段
の

結
び
つ
き
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
労
務
者
小
集
団
内
の
労
務
者
ど
う
し
の
結
合
は
、
労
働

手
段
の
所
有
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
労

務
者
小
集
団
の
結
合
の
し
か
た
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
稼
業
組
織
に
お
け
る
労
働

力
の
結
合
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

口
労
働
組
織

杣
組
・
日
用
組
は
、
杣
頭
・
日
用
頭
が
組
子
と
な
る
杣
・
日
用
を
雇
入
れ
て
組
織
す
る

労
務
者
小
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
は
、
も
う
少
し
こ
れ
ら
の
組

の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
杣
頭
・
日
用
頭
は
、
杣
組
・
日
用
組
の
組
織
化
以

外
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

杣
頭
は
、
「
其
山
本
へ
御
材
木
方
下
役
・
杣
頭
等
指
遣
」
（
『
木
曽
山
雑
話
』
）
或
い

は
「
杣
人
頭
二
材
木
山
出
ノ
巧
者
ナ
ル
モ
ノ
付
添
」
（
『
木
曽
式
伐
木
運
材
図
絵
』
）
と

あ
る
よ
う
に
、
目
論
見
・
山
翅
に
携
わ
っ
て
お
り
、
杣
頭
自
身
が
熟
練
し
た
労
務
者
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
造
材
作
業
に
お
い
て
は
「
杣
人
ノ
頭
ヲ
檀
那
ト
イ
ヒ
テ
、
当

日
ノ
材
木
ノ
出
来
ヲ
平
杣
人
ョ
リ
開
糺
シ
、
看
板
ニ
シ
ル
ス
」
（
『
木
曽
式
伐
木
運
材
図

絵
』
）
と
い
う
作
業
の
管
理
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
杣
頭
は
熟
練
し
た
労
務
者

と
し
て
、
杣
組
の
作
業
の
指
導
・
管
理
に
も
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
杣
組
が
本
来
は
伐
木
・
造
材
を
「
厘
代
」
と
い
う
請
け
負
い
で
行
な
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
く
る
性
格
で
あ
な
羽
一
方
、
日
用
頭
に
つ
い
て
は
史
料
か
ら
は
、
そ
の
技
量
的
な

側
面
を
今
の
と
こ
ろ
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

藩
直
営
の
材
木
生
産
に
お
い
て
、
杣
頭
・
日
用
頭
の
役
割
を
史
料
上
で
確
認
で
き
る
こ

と
は
、
材
木
役
人
が
労
務
管
理
に
関
し
て
「
杣
頭
日
用
頭
共
不
束
之
次
第
等
無
之
様
精
々

申
渡
」
（
『
山
元
定
法
』
）
て
い
る
こ
と
や
、
賃
金
計
算
の
際
に
日
用
頭
が
「
面
付
与
唱

小
日
用
壱
人
毎
之
酒
手
為
調
出
」
（
『
木
曽
山
伐
木
手
順
書
』
）
す
等
の
、
組
子
の
労
務

管
理
の
役
割
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
杣
頭
・
日
用
頭
は
、
必
要
な
労
務
者
を
雇

用
し
、
さ
ら
に
彼
等
の
労
務
を
直
接
管
理
す
る
役
割
を
持
つ
存
在
と
し
て
、
稼
業
組
織
の

中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

但
し
、
杣
頭
・
日
用
頭
が
組
子
を
雇
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
杣
頭
・
日
用
頭
の
請
書

に
「
小
日
用
雇
御
前
金
と
し
て
、
如
此
御
下
ケ
渡
シ
被
私
塾
」
等
と
あ
る
よ
う
に
、
杣
・

日
用
に
前
金
を
渡
し
て
雇
入
れ
た
。
こ
の
前
金
は
、
「
足
搦
金
」
と
も
よ
ば
れ
「
則
杣
日

用
賃
銀
之
内
に
而
、
追
而
入
山
之
上
引
請
之
頭
共
組
々
之
前
渡
金
二
取
調
候
事
」
（
『
木
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曽
山
伐
木
手
順
書
』
）
と
あ
る
よ
う
に
賃
金
の
一
部
の
前
渡
し
で
あ
っ
た
。
給
与
は
支
配

組
織
か
ら
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
杣
頭
・
日
用
頭
を
つ
う
じ
て
個
々
の

杣
・
日
用
に
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
組
子
と
な
っ
た
杣
・
日
用
は
賃
金
の
前
借

り
を
通
じ
て
杣
頭
・
日
用
頭
と
の
間
に
従
属
的
な
関
係
を
と
り
結
ぶ
と
い
え
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
、
杣
組
・
日
用
組
と
い
う
の
は
頭
と
組
子
の
間
に
金
銭
を
介
し
た
支
配
隷

属
関
係
を
有
す
る
集
団
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
採
運
作
業
に
お
い
て
採
運
技
術
の
指
導
や
作
業
指
揮
は
誰
が
行
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
『
木
曽
山
記
』
は
、
代
人
に
つ
い
て
「
諸
山
之
案
内
伐
出
シ
仕
方
な
ど
巧
者

二
て
杣
日
雇
を
差
図
シ
遣
ふ
也
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
『
山
本
定
法
』
の
記
載

か
ら
は
、
採
運
作
業
に
お
け
る
代
人
の
役
割
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
史
料
中
の
「
但
、
御
伐
出
場
所
格
外
難
場
等
二
而
出
し
方
二
付
、
及
難
渋
諸
山
二

異
ル
働
筋
有
之
、
全
く
代
人
共
切
分
顕
し
御
益
筋
相
成
候
儀
有
之
候
ハ
、
」
か
ら
は
、
代

人
が
、
技
術
的
指
導
も
含
め
て
、
作
業
の
指
揮
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
代
人
が
熟
練
し
た
労
務
者
で
あ
り
、
採
運
作
業
の
指
揮
を
行
う
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
菜
役
人
へ
出
さ
れ
た
零
書
に
は
、
「
一
、
代
人
共
薑
取
蘇
護
革
筋

之
儀
等
申
談
さ
セ
候
間
、
右
談
之
趣
篤
と
相
心
得
罷
在
万
端
気
配
取
扱
可
申
候
」
と
記
さ

れ
、
材
木
生
産
支
配
方
法
の
変
更
が
あ
っ
た
時
、
そ
の
通
知
を
代
人
が
う
け
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
材
木
役
人
か
ら
労
務
者
に
出
さ
れ
る
指
示
が
代
人
を
通
じ
て
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
杣
日
用
代
人
共
之
儀
格
別
出
精
相
働
候
間
等
申
立
、
別
段
酒
手
之
見
込
手
当
品
之

儀
山
附
川
狩
附
よ
り
申
立
候
儀
も
有
之
、
是
迄
申
達
候
通
万
居
為
差
遣
候
儀
二
候
得

共
、
代
人
共
之
儀
ハ
賃
銀
酒
手
を
初
品
々
十
分
相
渡
候
付
、
常
々
出
精
可
相
働
儀
勿

論
之
事
候
処
、
近
来
別
段
手
当
品
定
例
之
様
二
押
移
、
中
ニ
ハ
各
別
二
有
二
も
無
之

候
処
、
手
当
品
相
省
キ
候
間
見
通
し
も
不
宜
何
と
存
候
、
気
之
毒
二
相
見
不
得
止
事

手
当
品
申
立
候
儀
も
有
之
哉
二
相
聞
、
御
時
節
柄
労
右
体
之
仕
向
ハ
不
可
然
候
間
、

以
来
別
段
手
当
之
申
立
ハ
差
止
候
様
可
致
候

但
、
御
伐
出
場
所
格
外
難
場
等
二
而
出
し
方
二
付
、
及
難
渋
諸
山
二
異
ル
働
筋
有

之
、
全
く
代
人
共
切
分
顕
し
御
益
筋
相
成
候
儀
有
之
候
ハ
、
、
其
段
巨
細
二
取
調

申
達
候
様
可
致
候
、
吟
味
之
上
手
当
品
差
遣
し
候
儀
も
可
有
之
候
条
可
得
其
意
候

ま
た
、
代
人
は
杣
・
日
用
の
雇
入
れ
に
際
し
て
「
木
曽
内
二
而
割
当
通
り
組
数
出
来
不

申
候
ハ
、
苗
木
領
飛
騨
表
江
も
雇
入
方
と
し
て
山
手
代
代
人
召
連
差
出
可
軸
〕
と
あ
る
よ

う
に
、
材
木
役
人
と
共
に
他
領
へ
杣
・
日
胴
初
雇
入
れ
に
出
向
い
て
い
る
。
こ
の
事
情

を
具
体
的
に
示
す
史
料
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
日
用
組
を
雇
入
れ
に
出
向
い
た
代
人
達
は
、
日
用
頭
を
介
し
て

日
用
を
雇
入
れ
た
。
材
木
役
人
（
「
善
作
様
」
）
だ
け
で
は
な
く
、
代
人
が
同
行
し

て
い
る
こ
と
は
、
日
用
頭
と
代
人
が
な
ん
ら
か
の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
推
測

さ
せ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
代
人
が
、
稼
業
組
織
の
中
で

杣
組
・
日
用
組
の
組
織
化
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め

て
お
ノ
、
。

右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
代
人
は
稼
業
組
織
の
な
か
で
、
支
配
組
織
と
労
務
者
小
集

団
の
間
に
あ
っ
て
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
稼
業
組
繰
の
中
の
指

揮
系
統
を
担
う
「
役
」
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
代
人
が
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
位
置

に
あ
っ
た
こ
と
は
、
労
務
者
で
あ
り
な
が
ら
、
「
代
人
と
も
早
春
人
別
目
代
席
お
ゐ
て
申

相
之
上
取
調
、
吟
味
役
江
申
達
候
上
夫
々
申
付
、
山
元
お
ゐ
て
相
撰
候
節
ハ
山
附
一
統
申

合
、
諸
山
江
打
合
之
上
吟
味
役
江
申
奉
申
俄
〕
て
選
ば
れ
る
、
即
ち
材
木
役
人
の
承
諾
の

も
と
に
選
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
代
人
が
ど
の
よ
う
な
労
務
者
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
で
き
な
か
っ
た

が
、
古
沢
友
三
郎
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
上
松
宿
の
杣
頭
岡
村
家
の
例
を
み
る
と
、
享
保

潔
ら
蓋
を
請
け
負
う
と
い
う
有
力
な
杣
零
あ
り
、
文
政
期
に
は
代
人
を
勤
め
て
い

る
。
杣
頭
・
日
用
頭
の
中
の
有
力
な
者
が
、
代
人
に
選
ば
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の

（
緊
景
）

八
月
十
一
日
善
作
様
外
代
人
弐
人
小
使
壱
人
、
日
用
新
組
雇
二
御
越
被
成
候
処
、
彼

是
麦
作
蒔
付
後
二
相
成
候
時
節
二
付
、
左
之
通
御
請
申
上
候

一
、
廿
五
両
拝
借
也
日
用
頭
治
平

但
村
初
壱
両
入
孫
重
郎

一
、
廿
五
両
拝
借
也
武
兵
衛

一
、
廿
五
両
拝
借
也

但
村
初
壱
両
入

但
村
初
壱
両
入

重
蔵

〃
″

杣
蔵

大
六
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で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
稼
業
組
織
に
お
け
る
労
働
力
の
結
び
つ
き
方
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

杣
頭
・
日
用
頭
に
統
率
さ
れ
実
際
の
採
運
作
業
に
携
わ
る
杣
組
・
日
用
組
と
い
う
労
務
者

小
集
団
が
複
数
あ
り
、
こ
れ
ら
の
労
務
者
小
集
団
を
統
率
し
、
技
術
の
指
導
も
含
め
た
採

運
作
業
の
指
揮
を
行
う
代
人
が
い
た
。
杣
組
・
日
用
組
内
部
に
お
け
る
労
務
者
の
結
び
つ

き
は
、
頭
と
組
子
の
支
配
隷
属
関
係
に
よ
っ
て
い
る
が
、
複
数
の
杣
組
・
日
用
組
ど
う
し

は
、
代
人
を
介
し
て
稼
業
組
織
の
中
で
結
び
つ
い
て
い
た
。
要
す
る
に
、
労
働
力
は
、
支

配
隷
属
関
係
に
よ
る
結
合
と
、
代
人
Ｉ
指
揮
系
統
に
よ
る
組
織
的
な
結
合
と
い
う
二
重
の
結

合
関
係
を
有
す
る
労
働
組
織
の
中
に
お
か
れ
て
い
た
。

お
わ
り
に

材
木
生
産
の
稼
業
組
織
に
お
い
て
、
労
務
者
は
杣
組
・
日
用
組
と
い
う
労
務
者
小
集
団

を
単
位
に
し
て
、
稼
業
組
織
の
中
に
直
接
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
労
務
者
小
集
団
は

実
際
の
採
運
労
働
を
担
う
部
分
と
し
て
、
稼
業
組
織
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
複
数
の
労
務
者
小
集
団
は
、
採
運
作
業
の
指
揮
の
役
割
を
も
つ
「
役
」
人
で
あ
る

代
人
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
て
採
運
労
働
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
個
々
の
労
働
力
は
稼

業
組
織
を
媒
介
に
し
て
結
合
し
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
労
務
者
小
集
団
に
お
い
て
は
、
組
子
の
杣
頭
・
日
用
頭
へ
の
隷
属
性
が
強

く
、
労
働
力
は
稼
業
組
織
を
通
じ
た
結
合
と
は
異
な
っ
た
、
支
配
隷
属
関
係
か
ら
な
る
結

合
を
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
稼
業
組
織
は
、
こ
の
支
配
隷
属
関
係
に
基
づ
い
て
結

合
し
た
労
働
力
を
、
一
つ
の
単
位
と
し
て
組
み
込
み
統
率
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
力
を

組
織
し
て
い
た
。

右
の
よ
う
な
労
働
力
が
労
働
手
段
と
結
び
つ
く
場
合
、
運
材
労
働
を
担
う
日
用
に
関
し

て
い
え
ば
、
労
働
手
段
は
労
務
者
自
身
の
手
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
稼
業
組
織
の
中
の
支

配
組
織
が
そ
れ
を
所
有
し
て
い
た
た
め
に
、
労
務
者
は
稼
業
組
織
に
属
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
労
働
手
段
と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
領

主
が
所
有
す
る
労
働
手
段
と
、
労
働
力
は
、
領
主
が
組
織
し
た
稼
業
組
織
の
な
か
で
結
合

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
労
働
力
の
結
合
も
含
め
て
労
働
力
の
編
成
は
、
領
主
の

生
産
支
配
の
も
と
で
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
領
主
の
生
産
支
配
は
、
稼
業
組
織
の
支
配
組
織
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
支
配

は
労
務
者
の
監
督
な
ど
の
管
理
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
採
運
労
働
の
直
接
的
な
指
揮
は

代
人
が
行
っ
て
い
た
。
代
人
は
、
稼
業
組
織
の
な
か
で
は
一
つ
の
．
「
役
」
職
で
あ
っ
た
が
、

労
務
者
が
そ
の
任
に
就
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
採
運
労
働
は
、
材
木
役
人
の
直
接
の
支
配

の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
代
人
を
介
し
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
稼
業
組
織
に
お
け
る
労
働
力
の
結
合
、
労
働
力
と
労
働
手
段
の
結
合
は
、
代
人

を
介
し
て
実
現
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
代
人
の
任
に
就
く
者
は
熟
練
し
た
労
務
者
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
採
運
技
術
は
代
人
ｌ
労
務
者
小
集
団
の
手
の
中
に
あ
っ
た
が
、

代
人
が
そ
の
技
術
を
集
約
す
る
主
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

稼
業
組
織
に
お
け
る
労
務
者
小
集
団
即
ち
支
配
隷
属
関
係
に
基
づ
く
労
働
力
結
合
の
も

つ
意
味
や
杣
組
と
労
働
手
段
の
関
係
な
ど
、
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
多
く
残

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註

（
１
）
拙
稿
「
近
世
木
曽
林
業
に
お
け
る
採
運
技
術
の
構
成
」
（
『
林
業
経
済
』
四

八
四
号
、
一
九
八
九
年
二
月
）
。

（
２
）
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
採
運
技
術
を
知
る
う
え
で
の
基
礎
史
料
で
あ
り
、
そ
の

性
格
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
で
検
討
し
た
。

（
３
）
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
嘉
永
頃
「
吟
味
役
江
」
（
『
山
林
古
書
類
』
日
本
林
制
史
調
査
資
料
・
名
古

屋
藩
）

（
５
）
『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
』
第
六
巻
（
長
野
県
史
刊
行
会
、
一
九
七
九
年
竜

（
６
）
『
杣
日
用
頭
請
書
留
帳
』
（
付
知
、
田
口
家
文
書
）
。

（
７
）
『
杣
日
用
頭
請
書
留
帳
』
（
付
知
、
田
口
家
文
書
）
。

（
８
）
『
木
曽
山
伐
木
手
順
書
』
に
は
、
。
、
木
数
五
万
本
数
程
二
而
、
杣
五
組

日
雇
拾
組
之
目
当
」
と
あ
る
。

（
９
）
『
山
林
古
書
類
』
（
日
本
林
制
史
調
査
資
料
・
名
古
屋
藩
）
・

（
蛆
）
「
山
元
懸
り
之
者
渡
物
井
代
人
杣
日
用
賃
銀
仕
払
方
等
極
之
事
」
（
『
山
林

古
書
類
』
日
本
林
制
史
調
査
資
料
・
名
古
屋
藩
）
・

（
、
）
前
掲
拙
稿
一
四
～
一
五
頁
。

（
岨
）
『
日
本
科
学
技
術
史
大
系
』
第
羽
巻
（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
七
○
年
八
月
）

に
所
収
さ
れ
て
い
る
「
木
曽
の
『
会
所
』
制
度
」
（
資
料
９
１
蛆
）
に
よ
れ
ば
、

明
治
期
の
末
頃
は
杣
が
常
道
具
と
し
て
斧
を
各
自
持
参
し
て
い
た
。
近
世
期
の

状
態
が
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
こ
の
事
例
に
つ

い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。

（
昭
）
所
三
男
『
近
世
林
業
史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
年
二
月
）
に

よ
れ
ば
、
享
保
以
前
は
出
来
高
制
（
「
厘
代
」
と
呼
ん
だ
）
に
よ
る
請
け
負
い
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（
喝
）
嘉
永
頃
「
吟
味
役
江
」
（
『
山
林
古
書
類
』
日
本
林
制
史
調
査
資
料
・
名
古

で
あ
り
、
商
人
が
請
け
負
い
で
行
う
材
木
生
産
（
商
人
仕
出
）
で
主
と
し
て
用

い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
出
来
高
制
は
、
能
率
本
位
で
す
す
め
ら
れ
た
た
め

乱
伐
を
招
く
結
果
と
な
り
、
享
保
以
降
材
木
生
産
を
制
限
し
、
商
人
請
け
負
い

を
締
め
出
す
と
共
に
、
出
来
高
制
は
制
限
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
藩
直
営
材
木
生

産
で
は
、
賃
金
は
日
給
制
に
な
っ
た
。
（
七
四
八
～
七
五
一
頁
）
・

（
ｕ
）
嘉
永
五
年
「
奉
差
上
御
請
書
之
事
」
（
『
杣
日
用
請
書
留
帳
』
付
知
、
田
口

（
肥
）
嘉
永
頃
「
御
切
出
御
談
相
成
候
上
取
扱
方
之
事
附
り
足
搦
金
渡
方
小
屋
懸

り
之
者
取
扱
方
共
」
（
『
山
林
古
書
類
』
日
本
林
制
史
調
査
資
料
・
名
古
屋
藩
）
。

（
Ⅳ
）
嘉
永
五
年
「
差
上
申
御
請
書
之
事
」
（
『
杣
日
用
請
書
留
帳
』
付
知
、
田
口

嘉
永
五
年

（
肥
）
嘉
永
頃
雨

名
古
屋
藩
）
。 「杣

（
岨
）
古
沢
友
三
郎
「
木
曽
山
林
を
め
ぐ
る
一
言
年
」
（
『
木
曽
の
上
松
わ
が
郷

土
の
文
化
と
歴
史
』
（
「
木
曽
の
上
松
」
編
集
委
員
会
、
一
九
八
四
年
）
。

家
文
書
）
。

屋
藩
）
。

家
文
書
）
。

日
用
代
人
人
別
」
（
『
山
林
古
書
類
』
日
本
林
制
史
調
査
資
料
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